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平成 31 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（経済産業省製造産業局自動車課） 

制 度 名 被災自動車等に係る特例措置の延長 

税 目 自動車重量税 

要

望

の

内

容

東日本大震災による津波被害等により、滅失、解体又は用途を廃止した自動

車等（二輪車等を含む）について、納付済み自動車重量税の一部を還付する特

例措置の適用期限（現行は平成 31 年 3 月 31 日まで）を２年間延長する。 

【関係条文】 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第 45 条 
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第 35 条 

 平年度の減収見込額  ―   百万円 

(制度自体の減収額) (  ―  百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (  ―  百万円) 
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新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由

⑴ 政策目的

被災者の救済に万全を期すことを通じた、災害廃棄物処理等への理解を含む
復興支援の推進 

⑵ 施策の必要性

現在、災害廃棄物のうち、被災自動車等の処分は順調に進んでいるが、昨年
度における申請件数は 98 件であったことから、福島県の警戒区域内で被災自動
車が残存しており、今後も一定程度申請が続くことが見込まれるため、本特例
措置により、引き続き、被災自動車の所有者の方の支援が必要。 

今
　
回
　
の
　
要
　
望
　
に
　
関
　
連
　
す
　
る
　
事
　
項

合 

理 

性

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

中小企業・地域経済 
 福島・震災振興 

政 策 の 

達成目標 

東日本大震災の津波被害等により、自動車重量税の廃車還付を
円滑に受けることができない被災者を確実に救済する。 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 特例措置の申請期限を２年間（平成 33 年３月 31 日まで）延
長する。 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標

政策の達成目標に同じ。 

政策目標の

達 成 状 況 

 平成 30 年３月までに累計約 16 万件の当該特例還付の申請が
あり、既に多くの被災自動車等に対して特例還付による救済を
行ってきている。 
 申請件数は減少傾向ではあるが、平成 29 年度は 98 件の申請
があった。 
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有 

効 

性

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

79 件/年 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

本特例措置の申請件数は、昨年度における申請件数は 98 件で
あり、震災により自動車等に被害を受けられた方すべてを確実
に救済するため、本特例措置を延長することは有効な政策手段
である。 

相 

当 

性

当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置

なし 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

なし 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

― 

要望の措置 

の 妥 当 性 

津波により滅失してしまった自動車等については、自動重量

税の廃車還付制度（平成 14 年創設）の適用対象となる自動車リ

サイクルが困難なケースがあることを踏まえ、同じ被災自動車

であっても滅失した場合とそうでない場合に不公平が生じるこ

とのないよう、本特例措置が導入されたものであり、公平性の

観点からも妥当な制度である。
また、被災自動車等のうち、廃車処分が行われるものについ

ては、震災の日である平成 23 年 3 月 11 日から車検満了日まで
の期間に相当する自動車重量税の還付を受けられるようにする
ものであり、被災者救済の観点から妥当な制度である。 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効

果
に
関
連
す
る
事
項

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

約 16 万件（平成 23 年 3 月～平成 30 年３月までの実績） 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

― 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

当制度により、被災自動車等については、津波により滅失し
た場合でも廃車還付を受けることができる。また、廃車処分が
行われるものについては、震災の日である平成 23 年 3 月 11 日
から車検満了日までの期間に相当する自動車重量税の還付を受
けられるため、被災者の救済に有効な政策手段である。
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前回要望時 

の達成目標 

 
― 
 
 
 
 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
― 
 
 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

・平成 23 年 5 月施行の「東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律」において特例措置を創設

（東日本大震災への税制上の対応（第一弾））。 

・平成 23 年 11 月施行の「東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」に

おいて適用対象に二輪車等を追加（東日本大震災への税制上

の対応（第二弾）)。 

・平成 25 年度税制改正において１年間延長。 

・平成 26 年度税制改正において２年間延長。 
・平成 28 年度税制改正において３年間延長。 

 

 


